
所在地：香芝市旭ケ丘3－11－1
（香芝市立旭ケ丘幼稚園内）
☎0745－76－0066

■こども誰でも通園制度とは

■香芝市での利用対象施設について

◆問合先　総合福祉センター保育幼稚園課　☎0745－44－3336

特 集

あさひぽかぽかルームについて

利用枠・定員数 利用できる子ども利用料金

2歳以上3歳未満 3人 3人

1歳以上2歳未満 3人 3人

6か月以上1歳未満 2人 2人

9：00～ 13：30～

11：00 15：30

月・火・木・金曜日において
１枠（2時間）単位で利用可能

＊先着順。他施設の利用と合算し、一月の
利用時間の上限は10時間となります。

1枠（2時間）につき600円 生後6か月以上満3歳未満で
保育所等*に通っていない子ども

利用の流れ

利用
申請

初回
面談

利用

さまざまな年齢の子どもたちが一緒に過ごしています。

幼稚園のおにいちゃん、おねえちゃんの

様子が気になるのかな？

今年度より始まった本制度について、

保育士のかたにお話を伺いました。

Q どんなかたが利用していますか？

A

Q 子どもたちはどんな様子でしょうか？

A

Q どんな支援を行っていきたいですか？

A

あさひぽかぽかルームの

様子を取材しました！

PICK UP！

１～２週間

（乳児等通園支援事業）

全ての子どもの健やかな育ちを応援し、安心して成長できる環境を整えるとともに、

子育て家庭の働き方やライフスタイルにかかわらず、必要な支援を受けられることを目

的として実施しています。

普段保育所等に通っていない子どもに対し、家庭とは違う体験や、同年代の子ども

たちとふれあうことができる場を設けます。また、専門的な知識や技術を持つ保育者

が関わることで、子どもの育ちを支えていきます。

令和８年７月１日現在、香芝市内での本制度の利用対象施設は、

香芝市立旭ケ丘幼稚園内の「あさひぽかぽかルーム」です。

生後６か月以上満３歳未満の保育所等に通っていない子どもで

あれば、保護者の就労要件を問わず柔軟に利用できます。

また９：００～１１：００、１３：３０～１５：３０の２部制となっており、

月・火・木・金曜日において、一日延べ１６人の子どもが利用でき

ます。

次の条件に該当する世帯は、
利用料の減免制度があります。
１　生活保護世帯
２　市町村民税非課税世帯
３　市町村民税所得割合算額が

77,100円未満である世帯

（保護者の就労要件を問わず
柔軟に利用可能）

＊保育所、認定こども園、幼稚園、地
域型保育事業所、企業主導型保育
事業所

「あさひぽかぽかルーム」
の利用について、詳しくは
市ホームページをご確認
ください。

旭ケ丘幼稚園内にあります！

あさひぽかぽかルームは天井が高く、

明るいお部屋で、子どもたちも落ち着い

て過ごせそうです。取材当日、午前中は

３人の子どもたちが利用し、保育士とお

もちゃで遊んだり、子どもたちが集まって

一緒に遊んだり、のびのび過ごしていま

した。

 市内全域から利用があり、入園前の

慣らし保育であったり、保護者が用事

のあるときに預けたりと、さまざまな理

由で利用されています。

 預けられた直後は泣いてしまう子ども

もいますが、30分くらいで落ち着くことが

多いです。

保育士が２～３人いますので、おもちゃ

で一緒に遊んだり、子どもたち同士の交

流が始まったりします。

２時間過ごした後、保護者が迎えに来

られた時は「ママ～！」と抱き付く姿も見ら

れ、思わず微笑んでしまうような場面に

出会うこともあります。

 子どもに対しては、家庭とは違う体験

や子ども同士のふれあいをサポートし、

成長のきっかけとなるように支援できれ

ばと考えています。また、普段一対一で

子どもに向き合い続けている保護者に

対しても、本事業を利用していただくこと

で育児の悩みを相談できる場を提供し、

不安解消の一助になることや、リフレッ

シュの機会となるように支援していきたい

です。
◀ カートで園庭をおさんぽすることも

香芝市では今年度以降、利用対象施設が順次増えていく予定です。

各施設で利用時間や内容が異なることから、各家庭のライフスタイルに合った施設を利用いただける見込みです。

■今後の展開について
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